
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農業集落排水施設整備事業

農業集落排水施設のうち、大規模施設や被災リスクのある施設の強靱化、
維持管理の効率化等に資する施設の高度化を支援します。

２．農道・集落道整備事業
農道・集落道のうち、基幹的な農道、避難等に必要な農道・集落道、老

朽化等により被害が生じるおそれがある跨道橋・跨線橋等の強靱化、農産
物の輸送コストの削減等に資する拡幅等の高度化を支援します。
（河川工事等による補償で造成された農道橋等も対象施設になることを明
確化）

３．営農飲雑用水施設整備事業
営農飲雑用水施設のうち、大規模施設や被災リスクのある施設の強靱化、

生産性の向上や６次産業化等に資する施設の高度化を支援します。
４．地域資源利活用施設整備事業

農業水利施設等への電力供給や災害時の非常用電源となる地域資源
利活用施設の強靱化を支援します。

５．集落防災安全施設整備事業
災害による被災時に家屋や公共施設等に被害が生じるおそれのある集落

防災安全施設の強靱化を支援します。

農村インフラの強靱化
重要な農村インフラの点検診断、計画策定、耐震・浸水・
停電対策、保全対策、更新・撤去等

農村インフラの高度化
生産性の向上、生産コストの縮減、維持管理の効率化等に
資する施設の計画策定、整備等

農 村 地 域 の 生 活 に 不 可 欠 な 農 村 イ ン フ ラ

農村整備事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
老朽化の進行や災害への脆弱性が顕在化している農村地域のインフラの持続性を確保するとともに、地方移住への関心が高まっている機を捉えて農村の活
性化を図るため、集落排水施設や農道等の再編・強靱化、高度化など、農村に人が安心して住み続けられる条件の整備を推進します。

＜事業目標＞
○ 最適整備構想で早期に対策が必要と判明している農業集落排水施設の対策着手（10割 [令和11年度まで] ）
○ 個別施設計画で早期に対策が必要と判明している農道橋及び農道トンネルの対策着手（10割 [令和11年度まで] ）

＜事業の流れ＞

浸水対策

非常用電源の設置

停電対策

止水壁の設置

処理区Ｂ

処理場を廃止処理場の統合・更新

処理区A

施設の再編・コンパクト化により維持管理・更新コストを低減

農地の大区画化
↓

農機の大型化

農道を改良
（拡幅）すれば格納
庫からほ場まで大型農
機で通作できる！

農業集落排水施設 営農飲雑用水施設農道・集落道

高付加価値化のための
洗浄用水

営農
用水

営農飲雑用水施設

経営の大規模化に対応する
畜産用水

農機格納庫

地域資源利活用施設
（太陽光発電施設）

集落防災安全施設
(土砂崩壊防止施設)

※下線部は拡充内容
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令和８年度予算概算決定額 7,419百万円（前年度 6,535百万円）
〔令和７年度補正予算額 2,367百万円〕

［お問い合わせ先］ 農村振興局地域整備課 （03-6744-2200）
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